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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信網を介して移動通信端末と通信を行い、第２の通信網を介して情報提供サー
バと通信を行うゲートウェイサーバであって、
　前記第１の通信網を介して前記移動通信端末に対し、前記ゲートウェイサーバが提供可
能な位置関連情報の選択肢を１以上含み前記移動通信端末のユーザに前記１以上の選択肢
の中から１以上の選択肢を選択するように促すメニュー画面を示すメニューデータを送信
する第１の送信手段と、
　前記移動通信端末から前記第１の通信網を介して、前記ユーザにより選択された１以上
の選択肢を含む位置関連情報の送信要求を受信する送信要求受信手段と、
　前記移動通信端末の現在位置を含む地域を識別する地域識別子を特定する特定手段と、
　前記送信要求受信手段により受信された送信要求と、前記特定手段により特定された地
域識別子とを、前記第２の通信網を介して前記情報提供サーバに送信する第２の送信手段
と、
　前記情報提供サーバにおいて前記送信要求に含まれる選択肢および前記地域識別子によ
り識別される地域に関する位置関連情報として抽出され、前記情報提供サーバから送信さ
れる位置関連情報を前記第２の通信網を介して受信し、当該受信した位置関連情報を前記
第１の通信網を介して前記移動通信端末へ送信する位置関連情報転送手段と
　を備えるゲートウェイサーバ。
【請求項２】
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　前記第１の送信手段は、１以上の選択肢を含む一の画面と、当該一の画面に含まれる一
の選択肢に対応付けられ、当該一の選択肢が前記ユーザにより選択された場合に表示され
る１以上の選択肢を含む他の画面とを示す前記メニューデータを送信する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項３】
　前記第２の送信手段は、前記送信要求と前記地域識別子とを前記情報提供サーバに同時
に送信する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項４】
　前記特定手段は、前記第２の送信手段が前記送信要求を前記情報提供サーバに送信する
前に前記地域識別子の特定を行う
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項５】
　前記送信要求受信手段は、前記情報提供サーバの前記第２の通信網におけるネットワー
クアドレスを含む前記送信要求を受信する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項６】
　前記特定手段は、前記移動通信端末が前記第１の通信網に接続している接続点の識別子
に基づき前記地域識別子を特定する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項７】
　前記特定手段は、前記移動通信端末の現在位置を含む地域として地理的に区分された地
域を識別する地域識別子を特定する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項８】
　前記移動通信端末は無線移動通信端末であり、
　前記第１の送信手段、前記送信要求受信手段および前記位置関連情報転送手段は、無線
通信網を介して前記移動通信端末と通信を行う
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項９】
　前記特定手段は、前記移動通信端末が前記第１の通信網において通信を行うにあたり当
該通信を中継する無線基地局の識別子に基づき前記地域識別子を特定する
　請求項８に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項１０】
　前記特定手段は、地理的に区分され互いに面積が異なる複数の地域の中で一の地域を識
別する地域識別子を前記地域識別子として特定する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項１１】
　前記特定手段は、行政区画に従った地域を識別する地域識別子を前記地域識別子として
特定する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項１２】
　前記特定手段は、地番区域で特定される地域を識別する地域識別子を前記地域識別子と
して特定する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項１３】
　前記特定手段は、目印となる建物で特定される地域を識別する地域識別子を前記地域識
別子として特定する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項１４】
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　前記特定手段は、前記第１の通信網において無線移動通信端末が通信を行うにあたり当
該通信を中継する無線基地局が接続サービスを提供可能な範囲である無線ゾーンを１以上
含む地域を識別する地域識別子を前記地域識別子として特定する
　請求項８に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項１５】
　前記位置関連情報転送手段は、前記特定手段により特定された地域識別子により識別さ
れる地域内で提供されるサービスに関する情報を前記位置関連情報として前記情報提供サ
ーバから受信する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項１６】
　前記位置関連情報転送手段は、前記特定手段により特定された地域識別子により識別さ
れる地域内で実施されるイベントに関する情報を前記位置関連情報として前記情報提供サ
ーバから受信する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項１７】
　前記特定手段は、移動通信端末の位置を識別する位置識別子と当該位置を含む地域を識
別する地域識別子との対応表を記憶しており、前記移動通信端末の現在位置を識別する位
置識別子を前記第１の通信網から取得し、前記対応表に従い、当該取得した位置識別子に
対応する地域識別子を前記地域識別子として特定する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項１８】
　前記特定手段は、前記情報提供サーバにおいて位置関連情報に対応付けて記憶されてい
る地域識別子を前記地域識別子として特定する
　請求項１に記載のゲートウェイサーバ。
【請求項１９】
　ゲートウェイサーバが第１の通信網を介して移動通信端末に対し、前記ゲートウェイサ
ーバが提供可能な位置関連情報の選択肢を１以上含み前記移動通信端末のユーザに前記１
以上の選択肢の中から１以上の選択肢を選択するように促すメニュー画面を示すメニュー
データを送信するステップと、
　前記移動通信端末が前記第１の通信網を介して前記ゲートウェイサーバに対し、前記ユ
ーザにより選択された１以上の選択肢を含む位置関連情報の送信要求を送信するステップ
と、
　前記ゲートウェイサーバが、前記移動通信端末の現在位置を含む地域を識別する地域識
別子を特定するステップと、
　前記ゲートウェイサーバが、前記移動通信端末から受信した前記送信要求と、前記特定
した地域識別子とを、第２の通信網を介して、位置関連情報を記憶する情報提供サーバに
送信するステップと、
　前記情報提供サーバが、前記送信要求に含まれる選択肢および前記地域識別子により識
別される地域に関する位置関連情報を抽出し、当該抽出した位置関連情報を前記第２の通
信網を介して前記ゲートウェイサーバに送信するステップと、
　前記ゲートウェイサーバが、前記情報提供サーバから受信した位置関連情報を前記第１
の通信網を介して前記移動通信端末へ送信するステップと
　を備える情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ゲートウェイサーバ及び情報提供方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話等の移動通信端末を収容するセルラー型の移動通信網が広く普及している
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。
この種の移動通信網においては、着信時に携帯電話に対して呼び出しをかけるために網側
で携帯電話の現在位置を把握しておく必要がある。このため、携帯電話の位置登録処理が
行われる。
この位置登録処理は、移動通信網の基地局が形成する半径数百ｍから数Ｋｍの無線ゾーン
を多数集めた位置登録エリアを単位として行われる。各基地局は、位置登録エリアに固有
のエリアＩＤを送信しており、携帯電話は、受信するエリアＩＤが変わることによって、
異なる位置登録エリアに移行したことを検出する。このとき、携帯電話は、網側に対して
位置登録要求信号を送信し、当該携帯電話のＩＤと新たに在圏したエリアＩＤとが位置登
録情報として網内の位置登録データベースに登録される。こうして、網側では、携帯電話
が現在どの位置登録エリアに在圏しているかを常に把握でき、この位置登録情報を携帯電
話の着信呼び出しに利用している。
一方、最近では、移動パケット通信サービス等の移動通信網の非音声利用が普及しつつあ
る。例えば、上述の位置登録情報を用いて携帯電話の位置に関連した付加価値情報を配信
するデータ通信サービスが提案されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　ところが、従来の位置登録エリアは多数の無線ゾーンを集めた比較的広範囲のエリア（
例えば半径１０ｋｍ以上のエリア）であるため、既存の位置登録情報に基づいたのでは、
携帯電話に対しきめ細やかな位置利用サービスを提供できないという問題があった。例え
ば、従来のサービスでは、特定の駅周辺等の狭い地域に限定した位置関連情報を配信する
ことができなかった。本発明は、このような背景の下になされたもので、移動通信端末の
ユーザに対してきめ細かな位置関連情報を配信するためのゲートウェイサーバ及び情報提
供方法を提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するため、本発明は、第１の通信網を介して移動通信端末と通信を
行い、第２の通信網を介して情報提供サーバと通信を行うゲートウェイサーバであって、
前記第１の通信網を介して前記移動通信端末に対し、前記ゲートウェイサーバが提供可能
な位置関連情報の選択肢を１以上含み前記移動通信端末のユーザに前記１以上の選択肢の
中から１以上の選択肢を選択するように促すメニュー画面を示すメニューデータを送信す
る第１の送信手段と、前記移動通信端末から前記第１の通信網を介して、前記ユーザによ
り選択された１以上の選択肢を含む位置関連情報の送信要求を受信する送信要求受信手段
と、前記移動通信端末の現在位置を含む地域を識別する地域識別子を特定する特定手段と
、前記送信要求受信手段により受信された送信要求と、前記特定手段により特定された地
域識別子とを、前記第２の通信網を介して前記情報提供サーバに送信する第２の送信手段
と、前記情報提供サーバにおいて前記送信要求に含まれる選択肢および前記地域識別子に
より識別される地域に関する位置関連情報として抽出され、前記情報提供サーバから送信
される位置関連情報を前記第２の通信網を介して受信し、当該受信した位置関連情報を前
記第１の通信網を介して前記移動通信端末へ送信する位置関連情報転送手段とを備えるゲ
ートウェイサーバを提供する（第１の態様）。
【０００５】
　第１の態様において、前記第１の送信手段は、１以上の選択肢を含む一の画面と、当該
一の画面に含まれる一の選択肢に対応付けられ、当該一の選択肢が前記ユーザにより選択
された場合に表示される１以上の選択肢を含む他の画面とを示す前記メニューデータを送
信するように構成してもよい（第２の態様）。
【０００６】
　また、第１の態様において、前記第２の送信手段は、前記送信要求と前記地域識別子と
を前記情報提供サーバに同時に送信するように構成してもよい（第３の態様）。
【０００７】
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　また、第１の態様において、前記特定手段は、前記第２の送信手段が前記送信要求を前
記情報提供サーバに送信する前に前記地域識別子の特定を行うように構成してもよい（第
４の態様）。
【０００８】
　また、第１の態様において、前記送信要求受信手段は、前記情報提供サーバの前記第２
の通信網におけるネットワークアドレスを含む前記送信要求を受信するように構成しても
よい（第５の態様）。
【０００９】
　また、第１の態様において、前記特定手段は、前記移動通信端末が前記第１の通信網に
接続している接続点の識別子に基づき前記地域識別子を特定するように構成してもよい（
第６の態様）。
【００１０】
　また、第１の態様において、前記特定手段は、前記移動通信端末の現在位置を含む地域
として地理的に区分された地域を識別する地域識別子を特定するように構成してもよい（
第７の態様）。
【００１１】
　また、第１の態様において、前記移動通信端末は無線移動通信端末であり、前記第１の
送信手段、前記送信要求受信手段および前記位置関連情報転送手段は、無線通信網を介し
て前記移動通信端末と通信を行うように構成してもよい（第８の態様）。
【００１２】
　また、第８の態様において、前記特定手段は、前記移動通信端末が前記第１の通信網に
おいて通信を行うにあたり当該通信を中継する無線基地局の識別子に基づき前記地域識別
子を特定するように構成してもよい（第９の態様）。
【００１３】
　また、第１の態様において、前記特定手段は、地理的に区分され互いに面積が異なる複
数の地域の中で一の地域を識別する地域識別子を前記地域識別子として特定するように構
成してもよい（第１０の態様）。
【００１４】
　また、第１の態様において、前記特定手段は、行政区画に従った地域を識別する地域識
別子を前記地域識別子として特定するように構成してもよい（第１１の態様）。
【００１５】
　また、第１の態様において、前記特定手段は、地番区域で特定される地域を識別する地
域識別子を前記地域識別子として特定するように構成してもよい（第１２の態様）。
【００１６】
　また、第１の態様において、前記特定手段は、目印となる建物で特定される地域を識別
する地域識別子を前記地域識別子として特定するように構成してもよい（第１３の態様）
。
【００１７】
　また、第８の態様において、前記特定手段は、前記第１の通信網において無線移動通信
端末が通信を行うにあたり当該通信を中継する無線基地局が接続サービスを提供可能な範
囲である無線ゾーンを１以上含む地域を識別する地域識別子を前記地域識別子として特定
するように構成してもよい（第１４の態様）。
【００１８】
　また、第１の態様において、前記位置関連情報転送手段は、前記特定手段により特定さ
れた地域識別子により識別される地域内で提供されるサービスに関する情報を前記位置関
連情報として前記情報提供サーバから受信するように構成してもよい（第１５の態様）。
【００１９】
　また、第１の態様において、前記位置関連情報転送手段は、前記特定手段により特定さ
れた地域識別子により識別される地域内で実施されるイベントに関する情報を前記位置関
連情報として前記情報提供サーバから受信するように構成してもよい（第１６の態様）。
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【００２０】
　また、第１の態様において、前記特定手段は、移動通信端末の位置を識別する位置識別
子と当該位置を含む地域を識別する地域識別子との対応表を記憶しており、前記移動通信
端末の現在位置を識別する位置識別子を前記第１の通信網から取得し、前記対応表に従い
、当該取得した位置識別子に対応する地域識別子を前記地域識別子として特定するように
構成してもよい（第１７の態様）。
【００２１】
　また、第１の態様において、前記特定手段は、前記情報提供サーバにおいて位置関連情
報に対応付けて記憶されている地域識別子を前記地域識別子として特定するように構成し
てもよい（第１８の態様）。
【００２２】
　また本発明は、ゲートウェイサーバが第１の通信網を介して移動通信端末に対し、前記
ゲートウェイサーバが提供可能な位置関連情報の選択肢を１以上含み前記移動通信端末の
ユーザに前記１以上の選択肢の中から１以上の選択肢を選択するように促すメニュー画面
を示すメニューデータを送信するステップと、前記移動通信端末が前記第１の通信網を介
して前記ゲートウェイサーバに対し、前記ユーザにより選択された１以上の選択肢を含む
位置関連情報の送信要求を送信するステップと、前記ゲートウェイサーバが、前記移動通
信端末の現在位置を含む地域を識別する地域識別子を特定するステップと、前記ゲートウ
ェイサーバが、前記移動通信端末から受信した前記送信要求と、前記特定した地域識別子
とを、第２の通信網を介して、位置関連情報を記憶する情報提供サーバに送信するステッ
プと、前記情報提供サーバが、前記送信要求に含まれる選択肢および前記地域識別子によ
り識別される地域に関する位置関連情報を抽出し、当該抽出した位置関連情報を前記第２
の通信網を介して前記ゲートウェイサーバに送信するステップと、前記ゲートウェイサー
バが、前記情報提供サーバから受信した位置関連情報を前記第１の通信網を介して前記移
動通信端末へ送信するステップとを備える情報提供方法を提供する（第１９の態様）。
【００２８】
【発明の実施の形態】
本発明は、情報配信サーバから移動通信端末への情報配信の形態によって、以下の２つの
実施形態をとる。
【００２９】
まず、本発明の第１実施形態は、情報配信サーバが移動通信端末からの要求を待つことな
く主体的に移動通信端末に対し情報を配信する配信形態に適用されるものである。この配
信形態を、以下、「プッシュ型配信」と呼ぶ。
このプッシュ型配信は、例えば、情報配信サーバが、Ａ駅前に所在する全ての移動通信端
末のユーザに対し、Ａ駅前で行われるイベントに関する情報を告知したいというような場
合に用いられる。この第１実施形態では、特定の領域については従来の位置登録エリアよ
り狭いエリアで局所的な位置登録を行い、それにより把握される移動通信端末の位置に応
じて、情報配信サーバから移動通信端末へ情報が提供される。
【００３０】
次に、本発明の第２実施形態は、移動通信端末から情報配信サーバに対するリクエストに
応じて当該端末に情報を配信する配信形態に適用されるものである。この配信形態を、以
下、「プル型配信」と呼ぶ。
このプル型配信は、例えば、移動通信端末のユーザが最寄の銀行に行きたいので、現在位
置周辺にある銀行の場所を情報配信サーバに問い合わせるというような場合に用いられる
。この第２実施形態では、移動通信端末から情報配信サーバへ送信される情報要求信号に
付加される移動通信網の基地局ＩＤ（Identification、基地局のＩＤ）等に基づいて移動
通信端末の位置が把握され、その位置に応じた情報が該端末に提供される。
【００３１】
以下、図面を参照して、上述の第１及び第２実施形態について説明する。ただし、本発明
は、かかる実施形態に限定されず、その技術思想の範囲内で種々の変更が可能である。
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【００３２】
Ａ：第１実施形態
Ａ－１：構成
まず、第１実施形態の構成について説明する。
Ａ－１－１：移動通信システム全体の構成
図１は、本発明の第１実施形態における移動通信システム全体の構成を示すブロック図で
ある。同図において、移動通信システムは、移動局１０、移動パケット通信網２０、イン
ターネット３０、ＩＰ（Information　Provider）サーバ４０ａ、４０ｂ・・・等から構
成されている。ＩＰサーバ４０ａ、４０ｂ・・・は、ＩＰ（Information　Provider、即
ち情報提供者）が運用するサーバシステムであり、インターネット３０を介してゲートウ
ェイサーバ２５に接続されている。
【００３３】
移動局１０は、携帯電話のような移動通信端末であり、図示しない移動電話網を介した音
声通話を行うほか、移動パケット通信網２０を介したデータ通信を行う。
【００３４】
次に、移動パケット通信網２０は、移動局１０に対してパケット通信サービスを提供する
ための通信網であり、基地局２１ａ、２１ｂ・・・、交換局２２、ホームメモリ２３、パ
ケット加入者処理装置２４、ゲートウェイサーバ２５及びこれらを結ぶ通信線等から構成
される。以下、移動パケット通信網２０と移動電話網とを総称して移動通信網と呼ぶ。
【００３５】
基地局２１ａ、２１ｂ・・・は、通信サービスエリア内に所定の間隔で多数設置され、各
々の無線ゾーンに在圏する移動局１０と無線通信を行う。この基地局２１ａ、２１ｂ・・
・は、各々に割り当てられた基地局ＩＤを記憶している。この基地局ＩＤは、後述するよ
うに位置関連情報の情報配信サービスのために利用される。
【００３６】
交換局２２は複数の基地局２１ａ、２１ｂ・・・を収容し、該基地局の無線ゾーンに在圏
する移動局１０の通信回線の交換処理を行う。
【００３７】
ホームメモリ２３は、移動局１０の位置登録情報の他、加入者情報や課金情報等の種々の
情報がデータベースとして格納される記憶装置である。
【００３８】
パケット加入者処理装置２４は、装置構成上は前述の交換局２２に含まれるコンピュータ
システムであり、各々に固有のパケット加入者処理装置ＩＤ（パケット加入者処理装置の
識別情報、以下、ＰＩＤと呼ぶ）を記憶している。このパケット加入者処理装置２４は移
動局１０とゲートウェイサーバ２５との間でパケット交換を中継する処理を行う。
【００３９】
ゲートウェイサーバ２５は、移動パケット通信網２０をインターネット３０等の他のネッ
トワークと相互接続するための移動パケット関門中継交換局（図示せず）に備えられたコ
ンピュータシステムであり、複数のネットワーク間で異なる通信プロトコルの変換を行い
つつ、ネットワーク間でデータ授受を中継する。具体的には、ゲートウェイサーバ２５は
、移動パケット通信網２０の固有の伝送プロトコルと、インターネット３０の通信プロト
コルであるＴＣＰ／ＩＰ（Transmission　Control　Protocol/Internet　Protocol）との
相互変換を行いつつ、移動局１０とＩＰサーバ４０ａ、４０ｂ・・・との間のパケット交
換を中継する。
【００４０】
次に、ＩＰサーバ４０ａ、４０ｂ・・・は、各々が移動局１０に対し種々の情報を提供す
る情報配信サーバであり、提供すべき情報をＨＴＭＬ（Hyper　Text　Markup　Language
）形式のデータ（以下、ＨＴＭＬデータと呼ぶ）として蓄積している。
これらＩＰサーバ４０ａ、４０ｂ・・・のうち、ＩＰサーバ４０ａは、移動局１０の位置
に関連した情報（以下、位置関連情報と呼ぶ）を移動局１０に提供するサーバである。こ
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のＩＰサーバ４０ａは、種々の位置関連情報を蓄積するために位置関連情報データベース
４１ａを備えている。
【００４１】
Ａ－１－２：位置登録について
本実施形態では、移動局１０に対する着信呼び出しのために従来から知られている位置登
録（以下、広域位置登録という）を行うほか、きめ細かな位置関連情報の提供を目的とし
て局所的な位置登録（以下、狭域位置登録という）を行う。
【００４２】
図２は、広域位置登録の対象となる広域位置登録エリアと、狭域位置登録の対象となる狭
域位置登録エリアの関係を示す概念図である。同図に示すように、広域位置登録エリアＷ
Ａ１～ＷＡ３は、多数の基地局２１ａ、２１ｂ・・・がカバーする無線ゾーンを集めて設
定される領域であり、この領域を単位として位置登録処理が行われる。これら基地局２１
ａ、２１ｂ・・・は、自身が属する広域位置登録エリアのエリアＩＤを、自身の無線ゾー
ン内に常時、送信している。この位置登録処理は周知技術であるので説明を省略する。広
域位置登録に関する情報はホームメモリ２３に登録される。
【００４３】
一方、狭域位置登録エリアＮＡ１～ＮＡ３は、１つの基地局２１がカバーする無線ゾーン
を単位として局所的に設定される領域である。この基地局２１は、自身が属する広域位置
登録エリアのエリアＩＤと、自身の基地局ＩＤとを無線ゾーン内に常時、送信している。
移動局１０は、これらの狭域位置登録エリアＮＡ１～ＮＡ３に在圏すると、基地局２１か
ら送信されている基地局ＩＤを受信することにより在圏を検知し、狭域位置登録の要求信
号を基地局２１へ送信する。この要求信号には、移動局１０が記憶する移動局ＩＤ（移動
局１０の識別情報）と移動局１０が受信した基地局ＩＤとが含まれており、基地局２１か
らホームメモリ２３へ転送される。ホームメモリ２３では、この要求信号を基に狭域位置
登録に関する情報が登録される。
【００４４】
このような狭域位置登録の対象となる無線ゾーンは、あくまで例外的に設定される局所的
な領域（例えば、駅前や繁華街等のような特定の地域）であり、全体の無線ゾーンの数に
比べて圧倒的に数が少ない。このため、広域位置登録の他にこのような狭域位置登録を行
うことによるトラフィックの増大等の弊害はほとんど生じることはない。
【００４５】
Ａ－１－３：ホームメモリ２３の構成
次に、ホームメモリ２３の構成について説明する。ホームメモリ２３は、上記広域位置登
録情報を格納する広域位置登録情報データベースと、上記狭域位置登録情報を格納する狭
域位置登録情報データベースとを備える。
【００４６】
図３は、ホームメモリ２３が備える広域位置登録データベースの登録内容を示すフォーマ
ット図である。同図に示すように、広域位置登録データベースには、各広域位置登録エリ
アＷＡ１、ＷＡ２、ＷＡ３・・・を示す広域位置登録エリアＩＤごとに、各エリアに在圏
している移動局１０を示す移動局ＩＤが関連付けて記憶されている。例えば、エリアＩＤ
「AREA0001」が示す広域位置登録エリアには、移動局ＩＤ「MS09044444444」及び「MS090
55555555」が示す２つの移動局１０が在圏していることを意味している。
移動局１０が新たな広域位置登録エリアに在圏する度に、広域位置登録処理が行われ、こ
の広域位置登録データベースの登録内容が更新される。
【００４７】
次に、図４は狭域位置登録データベースの登録内容を示すフォーマット図である。同図に
示すように、狭域位置登録データベースには、狭域位置登録の対象となる無線ゾーンを管
理する基地局２１を示す基地局ＩＤごとに、各無線ゾーンに在圏している移動局１０を示
す移動局ＩＤが関連付けて記憶されている。例えば、基地局ＩＤ「BS006」が示す基地局
２１の無線ゾーンには、移動局ＩＤ「MS09011111111」及び「MS09022222222」が示す２つ
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の移動局１０が在圏していることを意味している。また、基地局ＩＤ「BS0007」が示す基
地局２１の無線ゾーンには、１つも移動局１０が在圏していないことを意味している。
移動局１０が新たな狭域位置登録の対象となる無線ゾーンに在圏すると、狭域位置登録処
理が行われ、この狭域位置登録データベースの登録内容が更新される。この狭域位置登録
処理の詳細については後述する。
【００４８】
Ａ－１－４：移動局１０の構成
次に、図５を参照して、移動局１０の構成について説明する。
図５は、本実施形態に係る移動局１０の構成を示すブロック図である。同図において、移
動局１０は、送受信部１１、制御部１２、ユーザインタフェース部１３及びこれらを相互
に接続するバス１４等から構成される。
【００４９】
送受信部１１は、移動パケット通信網２０の基地局２１ａ、２１ｂ・・・と無線通信を行
う。
【００５０】
ユーザインタフェース部１３は、各種情報を表示する液晶ディスプレイ、ユーザが各種入
力操作を行うためのキーパッド、ユーザが通話するためのマイク及びスピーカ等を備える
。
【００５１】
制御部１２は、この移動局１０全体を制御するものであり、ＣＰＵ(Central　Processing
　Unit）１２１、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）１２２、ＲＡＭ(Random　Access　Memor
y）１２３等から構成される。ＣＰＵ１２１は、ＲＯＭ１２２に格納されている制御プロ
グラムを読み出して各種制御処理を実行する。その際、ＲＡＭ１２３はＣＰＵ１２１のワ
ークエリアとして用いられる。
ＲＯＭ１２２には、ユーザに音声通話サービスやパケット通信サービスを提供するための
制御プログラムの他、受信したＨＴＭＬデータを解釈して対話機能を提供するためのブラ
ウザ、ユーザに位置関連情報を提供するための前提となる狭域位置登録処理を実行するた
めの制御プログラムや、移動局１０の移動局ＩＤ（移動局１０の識別情報）等が格納され
ている。
【００５２】
Ａ－１－５：ゲートウェイサーバ２５の構成
次に、図６を参照して、ゲートウェイサーバ２５の構成について説明する。
図６は、ゲートウェイサーバ２５の構成を示すブロック図である。同図において、ゲート
ウェイサーバ２５は、システム制御部２５１、地域コード変換部２５２及これらを相互に
接続するバス２５５から構成される。
【００５３】
システム制御部２５１は、ゲートウェイサーバ２５全体を制御するとともに、移動パケッ
ト通信網２０とインターネット３０等の他のネットワークとの間のプロトコル変換を行う
等、ネットワーク間のインタフェースとして機能する。
【００５４】
地域コード変換部２５２は、移動通信網内において移動局１０の位置を示す情報として把
握可能な「基地局ＩＤ」と、網外に設置されるＩＰサーバ４０ａ、４０ｂ・・・が移動局
１０の位置を示す情報として把握可能な「地域コード」とを相互に変換する。そのために
、地域コード変換部２５４は、以下に説明する地域コードテーブル２５６を備える。
【００５５】
図７は、地域コードテーブル２５６のフォーマット図である。同図において、地域コード
テーブル２５６には、狭域位置登録を行う基地局２１の「基地局ＩＤ」と、この基地局２
１が設置されている地域を示す「地域コード」とが対応づけられて格納されている。例え
ば、基地局ＩＤ「BS006」が示す基地局２１の無線ゾーンは、地域コード「CODE001」が示
す地域に所在しているということを意味する。
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【００５６】
Ａ－１－５：位置関連情報データベース４１ａの構成
次に、ＩＰサーバ４０ａが備える位置関連情報データベース４１ａの構成について説明す
る。
図８は、位置関連情報データベース４１ａのフォーマット図である。同図において、位置
関連情報データベース４１ａには、各地域の「地域コード」と、該地域コードが示す地域
の「地域名」と、その地域に関連する種々の「位置関連情報」が格納されている。例えば
、地域コード「CODE001」は「東京都中央区八重洲１丁目（東京駅前）」を示し、さらに
、その地域内にある「レストラン」、「映画館」、「銀行」、「イベント」等の「建物名
（若しくはイベント開催会場）」、「住所」、「電話番号」等の位置関連情報が格納され
ている。
【００５７】
Ａ－２：動作
上記構成からなる第１実施形態においては、狭域位置登録エリアに基づいた狭域位置登録
を行うことにより移動局１０の位置を把握し、把握した位置に応じて位置関連情報を移動
局１０に提供する。従って、以下では、１：狭域位置登録に関する動作、２：位置関連情
報配信の動作に分けて説明する。
【００５８】
Ａ－２－１：狭域位置登録に関する動作
狭域位置登録に関する動作には、（１）移動局１０が狭域位置登録エリアに在圏すると、
これに応じて狭域位置登録情報を登録する動作と、（２）移動局１０が狭域位置登録エリ
アから出ると、これに応じて既に登録されている狭域位置登録情報を抹消する動作とがあ
る。以下、各動作について説明する。
【００５９】
（１）狭域位置登録の登録動作
まず、図９に示すシーケンス図を参照して、狭域位置登録情報の登録動作について説明す
る。
【００６０】
同図に示す狭域位置登録処理は、狭域位置登録エリアＮＡ１～ＮＡ３内においてのみ行わ
れる。ここでは、狭域位置登録エリアＮＡ１に在圏する移動局１０について狭域位置登録
処理が行われる場合を想定する。
【００６１】
狭域位置登録エリアＮＡ１内に設置される基地局２１は、自身の無線ゾーン（即ち、狭域
位置登録エリアＮＡ１）内に、自身が属する広域位置登録エリアＷＡ１のエリアＩＤを示
すエリアＩＤ信号の他、自身の基地局ＩＤを示す基地局ＩＤ信号を、常時、送信している
（ステップＳ１）。
【００６２】
移動局１０は、基地局ＩＤ信号を受信すると、狭域位置登録を要求する狭域位置登録要求
信号を送信するようにプリセットされている。従って、移動局１０は、狭域位置登録エリ
アＮＡ１に在圏すると、基地局ＩＤ信号を受信し（ステップＳ２）、これに応じて狭域位
置登録要求信号を基地局２１に送信する(ステップＳ３）。この狭域位置登録要求信号に
は、移動局１０が受信した基地局ＩＤ信号が示す基地局ＩＤと移動局１０の移動局ＩＤと
が含まれている。
【００６３】
一方、基地局２１は、移動局１０から送信された狭域位置登録要求信号を受信する（ステ
ップＳ４）。次いで、基地局２１は、受信した狭域位置登録要求信号をホームメモリ２３
に転送する（ステップＳ５）。
【００６４】
ホームメモリ２３は、基地局２１から転送されてきた狭域位置登録要求信号を受信する（
ステップＳ６）。次いで、ホームメモリ２３は、受信した狭域位置登録登録要求信号内に
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含まれる基地局ＩＤ及び移動局ＩＤを検出し、これらを狭域位置登録情報として狭域位置
登録データベースに登録する（ステップＳ７）。
【００６５】
（２）狭域位置登録情報の抹消動作
次に、図１０に示すシーケンス図を参照して、狭域位置登録情報の抹消動作について説明
する。同図において、狭域位置登録エリアＮＡ１に在圏していた移動局１０が、当該狭域
位置登録エリアＮＡ１から出た場合を想定する。
【００６６】
移動局１０は、基地局ＩＤ信号の受信レベルが閾値以下になると、狭域位置登録情報の抹
消を要求する狭域位置登録抹消要求信号を送信するようにプリセットされている。移動局
１０が狭域位置登録エリアＮＡ１から出ると、当該エリアＮＡ１内で受信していた基地局
ＩＤの受信レベルが閾値以下になり（ステップＳ１１）、これに応じて、移動局１０は、
狭域位置登録抹消要求信号を基地局２１に送信する（ステップＳ１２）。この狭域位置登
録抹消要求信号には、移動局１０の移動局ＩＤと受信レベルが低下した基地局ＩＤとが含
まれている。
【００６７】
一方、基地局２１は、移動局１０から送信された狭域位置登録抹消要求信号を受信する（
ステップＳ１３）。次いで、基地局２１は、受信した狭域位置登録抹消要求信号をホーム
メモリ２３に転送する（ステップＳ１４）。
【００６８】
ホームメモリ２３は、基地局２１から転送されてきた狭域位置登録抹消要求信号を受信す
る（ステップＳ１５）。次いで、ホームメモリ２３は、受信した狭域位置登録抹消要求信
号内に含まれる基地局ＩＤ及び移動局ＩＤを検出し、検出した基地局ＩＤ及び移動局ＩＤ
からなる狭域位置登録情報を狭域位置登録データベースから抹消する（ステップＳ１６）
。
【００６９】
Ａ－２－２：情報配信の動作
次に、図１１に示すシーケンス図を参照して、移動局１０へ位置関連情報を提供する動作
について説明する。同図において、例えば、ＩＰサーバ４０ａが、東京駅前に所在する移
動局１０のユーザに対し、東京駅前周辺で開催されるイベントＤに関する位置関連情報を
告知する場合を想定する。
【００７０】
まず、ＩＰサーバ４０ａは、ゲートウェイサーバ２５に対し、移動局１０に位置関連情報
を提供することを要求するリクエスト信号を送信する（ステップＳ２１）。このリクエス
ト信号には、東京駅前を示す地域コード「CODE001」及び、図８に示す位置関連情報デー
タベース４１ａから取得したイベントＤに関する位置関連情報が含まれている。
【００７１】
ゲートウェイサーバ２５は、ＩＰサーバ４０ａから送信された上記リクエスト信号を受信
すると（ステップＳ２２）、まず、リクエスト信号内の地域コード「CODE001」を検出す
る。そして、ゲートウェイサーバ２５は、検出した「CODE001」を検索キーにして図７に
示す地域コードテーブル２５６を検索し、対応する基地局ＩＤ「BS006」を取得する（ス
テップＳ２３）。
【００７２】
次いで、ゲートウェイサーバ２５は、ホームメモリ２３にアクセスし、ステップＳ２３で
取得した基地局ＩＤ「BS006」を検索キーにして、図４に示す狭域位置登録データベース
を検索する。この検索の結果、ゲートウェイサーバ２５は、基地局ＩＤ「BS006」が示す
基地局２１の無線ゾーンに在圏する移動局１０の移動局ＩＤ「MS09011111111」、「MS090
22222222」を取得する（ステップＳ２４）。
【００７３】
次に、ゲートウェイサーバ２５は、イベントＤに関する位置関連情報を示す情報信号を基
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地局ＩＤ「BS006」が示す基地局２１を介して送信する（ステップＳ２５）。この情報信
号の送信先となる移動局１０は、ステップＳ２４で取得した移動局ＩＤ「MS09011111111
」、「MS09022222222」により指定される。
【００７４】
移動局ＩＤ「MS09011111111」、「MS09022222222」が示す移動局１０は、上記情報信号を
受信すると（ステップＳ２６）、位置関連情報を受信した旨を液晶ディスプレイに表示し
てユーザに通知する（ステップＳ２７）。そして、その表示を見たユーザによる所定のキ
ー操作に従って、受信した位置関連情報を液晶ディスプレイに表示してユーザに位置関連
情報を提供する（ステップＳ２８）。
【００７５】
以上説明した第１実施形態によれば、従来の位置登録エリア内の特定の領域において局所
的に移動局１０の位置登録を行い、これにより詳細な移動局１０の位置を把握することが
可能となるので、よりきめ細やかな位置関連情報を移動局１０のユーザに提供することが
できる。
【００７６】
Ｂ：第２実施形態
次に、本発明の第２実施形態として、前述したプル型配信の形態について説明する。
Ｂ－１：構成
Ｂ－１－１：移動通信システム全体の構成
まず、第２実施形態における移動通信システムの構成について説明する。
図１２は、第２実施形態における移動通信システム全体の構成を示すブロック図である。
同図において、前述した第１実施形態と同一の構成については図１に示す符号と同一の符
号を付しており、これらについては説明を省略する。
【００７７】
図１２に示す第２実施形態が第１実施形態と異なる点は、基地局２１Ａ、２１Ｂ・・・、
ホームメモリ２６、ゲートウェイサーバ２７、ＩＰサーバ４２ａの構成である。
この第２実施形態においては、第１実施形態のように移動局１０の位置登録情報を用いて
その位置を把握するのではなく、移動局１０から発信されるリクエスト信号に付加した、
当該リクエスト信号を受信した基地局の基地局ＩＤを用いて移動局１０の位置を把握する
。従って、基地局２１Ａ、２１Ｂ・・・は、従来の位置登録エリア（即ち、第１実施形態
で説明した広域位置登録エリア）に基づく位置登録処理のみを行う。また、ホームメモリ
２６は、従来の位置登録情報を格納するためのデータベースを備えているが、狭域位置登
録情報を格納するためのデータベースを備えていない。
【００７８】
Ｂ－１－２：ゲートウェイサーバ２７の構成
次に、ゲートウェイサーバ２７の構成について説明する。
図１３は、ゲートウェイサーバ２７の構成を示す図である。同図において、ゲートウェイ
サーバ２７は、システム制御部２５１、地域コード変換部２５２の他、メニュー画面記憶
部２５３を備えている。
【００７９】
メニュー画面記憶部２５３は、初期メニュー画面を移動局１０に表示させるためのＨＴＭ
Ｌデータを記憶している。この初期メニュー画面は、移動局１０のユーザに対して提供さ
れる各種サービスの初期メニュー項目を表示する画面である。この初期メニュー項目には
、本実施形態で説明する「位置情報配信サービス」の他、例えば、「電子メールサービス
」や「ニュース速報サービス」等がある。これら各メニュー項目には、対応するサービス
を実行するＩＰサーバ４２ａ、４２ｂ・・・の情報リソースを指定するＵＲＬが埋め込ま
れている。メニュー画面記憶部２５３は、移動局１０からのリクエストに応じて初期メニ
ュー画面のＨＴＭＬデータを送信する。
【００８０】
地域コード変換部２５２は、「基地局ＩＤ」を「地域コード」に変換するために地域コー
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ドテーブル２５７を備える。
図１４は、地域コードテーブル２５７に格納されるデータのフォーマット図である。同図
において、地域コードテーブル２５７には、基地局２１Ａ、２１Ｂ・・・の「基地局ＩＤ
」と、それらの基地局２１Ａ、２１Ｂ・・・が所在する地域を示す「地域コード」とが対
応づけて格納されている。この地域コードテーブル２５７は、第１実施形態の地域コード
テーブル２５６とは異なり、全ての基地局２１Ａ、２１Ｂ・・・の基地局ＩＤとそれに対
応する地域コードとが格納されている。例えば、基地局ＩＤ「BS0001」が示す基地局２１
は、地域コード「CODE012」が示す地域に所在することを意味しているし、また、基地局
ＩＤ「BS0001～BS0005」が示す基地局２１は、地域コード「CODE030」が示す地域に所在
することを意味している。
【００８１】
Ｂ－１－３：ＩＰサーバ４２ａの構成
位置関連情報を提供するＩＰサーバ４２ａは、より詳細なサービスメニューをユーザに提
示するサービスメニュー画面データを記憶している。ＩＰサーバ４２ａは、移動局１０か
らのリクエストに応じ、サービスメニュー画面データをゲートウェイサーバ２７を介して
移動局１０に送信する。このサービスメニューには、例えば、最寄のレストランや銀行、
映画館等の所在地情報等をユーザに提供する「レストラン情報配信サービス」、「銀行情
報配信サービス」、「映画館情報配信サービス」等がある。この各サービスメニューには
当該サービスを提供するＩＰサーバ４２ａ内の情報リソースのＵＲＬが埋め込まれている
。ユーザがこのサービスメニュー画面上で所望のサービスメニューを選択すると、次いで
、移動局１０は、当該サービスメニューに埋め込まれているＵＲＬにより指定される情報
リソースにアクセスするようになっている。
【００８２】
Ｂ－１－４：移動局１０の位置の把握
次に、移動局１０の位置を把握する仕組みについて、図１２を参照しながら説明する。
図１２に示す基地局２１Ａ、２１Ｂ・・・、パケット加入処理装置２４の各装置は、移動
局１０からＩＰサーバ４２ａ、４２ｂ・・・へ向けて送信されるサービス要求信号を中継
していく過程で、そのサービス要求信号に対し、自らのＩＤを付加するようになっている
。つまり、サービス要求信号が、移動局１０から送信された後、まず、基地局２１Ａに受
信されると当該基地局２１Ａの基地局ＩＤが付加され、次いで、パケット加入者処理装置
２４に受信されると当該パケット加入者処理装置２４のＰＩＤが付加されるようになって
いる。
その結果、移動局１０から送信されたＩＰサーバ４２ａ宛てのサービス要求信号が移動パ
ケット通信網２０内を通ってゲートウェイサーバ２７により受信される際には、そのサー
ビス要求信号には、移動局１０の移動局ＩＤの他、網内の中継過程で付加される基地局Ｉ
Ｄ及びＰＩＤが含まれている。従って、ゲートウェイサーバ２７は、移動局１０から送信
されるサービス要求信号内の移動局ＩＤ及び基地局ＩＤを参照することにより、どの移動
局１０がどの基地局２１Ａの無線ゾーンに在圏しているかを知ることができる。
【００８３】
Ｂ－２：動作
次に、上記構成からなる第２実施形態の動作について、図１５に示すシーケンス図を参照
して説明する。
【００８４】
まず、移動局１０は、ユーザによる所定のキー操作に応じて、ゲートウェイサーバ２７に
対して発呼し、パケット通信サービスの開始を要求する旨のパケット通信開始要求信号を
送信する（ステップＳ３１）。
【００８５】
ゲートウェイサーバ２７は、移動局１０からパケット通信開始要求信号を受信すると（ス
テップＳ３２）、それに応じてパケット交換モードとなり、自身が記憶している初期メニ
ュー画面データを移動局１０に送信する（ステップＳ３３）。
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【００８６】
移動局１０は、初期メニュー画面データを受信し（ステップＳ３４）、それを解釈して液
晶ディスプレイに初期メニュー画面を表示し、ユーザのメニュー選択入力まで待機する（
ステップＳ３５）。
【００８７】
次いで、ユーザが所望の初期メニューを選択すると（ここでは、ユーザはＩＰサーバ４２
ａが提供する「位置情報配信サービス」を選択したものとする）、移動局１０は、ＩＰサ
ーバ４２ａへのアクセスを要求するＩＰサーバアクセス要求信号を送信する。このＩＰサ
ーバアクセス要求信号には、選択された初期メニューに埋め込まれているＵＲＬ及び移動
局１０の移動局ＩＤが含まれている（ステップＳ３６）。
【００８８】
一方、ＩＰサーバ４２ａは、ゲートウェイサーバ２７を介して、移動局１０から送信され
たＩＰサーバアクセス要求信号を受信し（ステップＳ３７）、これに応じて、移動局１０
に対し自身が記憶しているサービスメニュー画面データを送信する。この送信対象の移動
局１０の指定は、ＩＰサーバアクセス要求信号に含まれる移動局ＩＤによって行われる（
ステップＳ３８）。
【００８９】
移動局１０は、ゲートウェイサーバ２７を介して、上記サービスメニュー画面データを受
信する（ステップＳ３９）。次いで、移動局１０は、受信したデータを解釈して液晶ディ
スプレイにサービスメニュー画面を表示し、ユーザのメニュー選択入力まで待機する（ス
テップＳ４０）。
【００９０】
次いで、ユーザが所望のサービスメニュー項目を選択すると、これに応じて、移動局１０
は選択されたサービスの提供を要求するサービス要求信号を送信する。このサービス要求
信号には、選択されたサービスメニュー項目に埋め込まれているＵＲＬ及び移動局１０の
移動局ＩＤが含まれている（ステップＳ４１）。例えば、ユーザは、東京駅前に所在して
おり、近辺の銀行に関する情報を取得するために「銀行情報配信サービス」を選択したも
のとする。
【００９１】
一方、ゲートウェイサーバ２７は、移動局１０から送信されたサービス要求信号を受信す
る（ステップＳ４２）。次いで、ゲートウェイサーバ２７は、サービス要求信号に付加さ
れている基地局ＩＤ（「BS0006」とする）を検索キーにして図１４に示す地域コードテー
ブル２５７を検索し、対応する地域コード「CODE001」を取得する。そして、ゲートウェ
イサーバ２７は、サービス要求信号に付加されている基地局ＩＤ「BS0006」を、取得した
地域コード「CODE001」に変換する（ステップＳ４３）。
次に、ゲートウェイサーバ２７は、サービス要求信号内のＵＲＬにより指定されるＩＰサ
ーバ４２ａの情報リソースに対して、上記サービス要求信号を送信する（ステップＳ４４
）。
【００９２】
一方、ＩＰサーバ４２ａは、ゲートウェイサーバ２７から送信されたサービス要求信号を
受信する（ステップＳ４５）。次いで、ＩＰサーバ４２ａは、サービス要求信号に含まれ
る地域コード「CODE001」を参照して、その地域コードに対応する地域の位置関連情報（
即ち、東京駅前の銀行に関する情報）を図８に示す位置関連情報データベース４１ａから
取得する（ステップＳ４６）。
次に、ＩＰサーバ４２ａは、取得した位置関連情報を、サービス要求信号に含まれる移動
局ＩＤにより移動局１０を指定してゲートウェイサーバ２７に送信する（ステップＳ４７
）。
【００９３】
移動局１０は、ゲートウェイサーバ２７を介して、上記位置関連情報を受信・表示し（ス
テップＳ４８）、それにより、ユーザは所期の目的を達成することになる。
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【００９４】
以上説明した第２実施形態によれば、以下のような効果が得られる。
移動局１０からＩＰサーバ４２ａに対し送信されるサービス要求信号には、移動局１０が
在圏する無線ゾーンをカバーする基地局２１の基地局ＩＤが含まれており、この基地局Ｉ
Ｄを用いて移動局の位置を詳細に把握することができるので、よりきめ細やかな位置関連
情報を移動局１０のユーザに提供することが可能となる。
【００９５】
Ｃ：変形例
既述のとおり、本発明は上述した実施形態に限定されず、以下のような種々の変形が可能
である。
【００９６】
Ｃ－１：狭域位置エリアの形態
実施形態では、狭域位置登録エリアを１つ基地局がカバーする無線ゾーンを単位とする領
域であったが、これに限らず、複数の（例えば２つの）基地局がカバーする無線ゾーンか
らなる領域を１つの狭域位置登録エリアとしてもよい。この場合、この２つの基地局は、
狭域位置登録エリアに割り当てられたＩＤを自己の無線ゾーン内に報知する。
【００９７】
Ｃ－２：狭域位置登録の登録動作の形態
前述した第１実施形態においては、移動局１０は、自身が狭域位置登録エリアに在圏して
いることを、基地局２１から送信される基地局ＩＤの受信によって検知していた。しかし
、必ずしもこのような形態に限定されるわけではなく、以下に説明するような形態であっ
てもよい。
（１）例えば、移動局１０は、所定の無線装置から報知される無線信号によって、自身が
狭域位置登録エリアに在圏していることを検知するようにしてよい。具体的には、狭域位
置登録エリア内には、赤外線等の無線信号を発信する無線信号発信装置が設置する。この
無線信号装置から発信される無線信号は、移動局１０に狭域位置登録要求信号を送信する
ことを指示するための信号である。
一方、移動局１０は、上記信号発信装置から発信される無線信号を受信する機能を備えて
いる。そして、移動局１０は、上記無線信号を受信すると基地局２１に対し、自身の移動
局ＩＤを含む狭域位置登録要求信号を送信するようになっている。
基地局２１は、移動局１０からの発呼信号を受信すると、その発呼信号内の移動局ＩＤを
検出し、検出した移動局ＩＤと自身の基地局ＩＤとをホームメモリ２３に送信する。ホー
ムメモリ２３は、受信した移動局ＩＤと基地局ＩＤとを、狭域位置登録データベース２３
２に格納する。
【００９８】
（２）また、移動局１０から送信される発呼信号を用いて狭域位置登録を行ってもよい。
具体的には、ユーザが移動局１０を用いて他の移動局や固定電話をかける場合に、移動局
１０から発信される発呼信号に、移動局ＩＤと狭域位置登録要求の旨を含めておく。そし
て、狭域位置位置登録を行う基地局２１がそのような発呼信号を受信すると、受信した発
呼信号内の移動局ＩＤを検出し、検出した移動局ＩＤと自身の基地局ＩＤとをホームメモ
リ２３に送信する。ホームメモリ２３は、受信した移動局ＩＤと基地局ＩＤとを狭域位置
登録データベース２３２に格納する。
【００９９】
Ｃ－３：狭域位置登録の抹消動作の形態
前述した第１実施形態においては、狭域位置登録の抹消の動作は、基地局ＩＤの受信レベ
ルの低下により行われるものであったが、そのような形態に限定されるわけではない。
例えば、移動局１０がＩＰサーバ４０ａから送信される位置関連情報の受信を完了した時
点で、狭域位置登録データベース内の当該移動局１０に係る狭域位置登録情報を抹消する
ようにしてもよい。具体的には、移動局１０は、位置関連情報の受信を完了すると、基地
局２１に対し受信完了信号を発信する。この受信完了信号には移動局１０の移動局ＩＤが
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含まれている。一方、基地局２１は受信完了信号を受信すると、当該信号をホームメモリ
２３に転送する。ホームメモリ２３は、受信した当該信号内の移動局ＩＤを参照して狭域
位置登録データベース内の狭域位置登録情報を抹消する。
【０１００】
Ｃ－４：移動局１０の形態
前述の第１及び第２実施形態では、携帯電話機のような移動通信端末を用いるものであっ
たが、それに限定されず、移動パケット通信網２０の基地局２１との間でデータを無線通
信する機能を有するものであれば、例えばＰＤＡ（Personal　Digital　Assistants）や
データ通信専用のＰＨＳ（Personal　Handyphone　System）等の移動通信端末であっても
よい。
【０１０１】
Ｃ－５：ＩＰサーバ４０ａ、４０ｂ・・・の形態
前述の第１及び第２実施形態では、ＩＰサーバ４０ａ、４０ｂ・・・は、インターネット
３０を介してゲートウェイサーバ２５に接続されているが、必ずしもそのような接続の態
様に限らない。例えば、ＩＰサーバ４０ａ、４０ｂ・・・は、専用線を介してゲートウェ
イサーバ２５に接続されていたり、或いは、移動パケット通信網２０の内部に設けられて
いたりしてもよい。
【０１０２】
Ｃ－６：データの記述言語
前述の第１及び第２実施形態においては、ゲートウェイサーバ２５やＩＰサーバ４０ａ、
４０ｂ・・・から移動局１０に提供されるデータをＨＴＭＬ形式のものとしたが、それに
限定されるわけではなく、例えばＸＭＬ（Extensible　Markup　Language）等の他の記述
言語を用いるものであってもよい。
【０１０３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、特定の領域内において移動通信端末が在圏する無線
ゾーンを管轄する基地局のＩＤを把握することにより当該移動通信端末の詳細な位置を知
ることができるので、移動通信端末の位置に応じたきめ細やかな情報をその移動通信端末
のユーザに提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態における移動通信システムの全体構成を示すブロック図
である。
【図２】　同実施形態における広域位置登録エリアと狭域位置登録エリアとの関係を示す
図である。
【図３】　同実施形態における広域位置登録データベースのフォーマット図である。
【図４】　同実施形態における狭域位置登録データベースのフォーマット図である。
【図５】　同実施形態における移動局の構成を示すブロック図である。
【図６】　同実施形態におけるゲートウェイサーバの構成を示すブロック図である。
【図７】　同実施形態におけるゲートウェイサーバに備えられた地域コードテーブルのフ
ォーマット図である。
【図８】　同実施形態におけるＩＰサーバに備えられた位置関連情報データベースのデー
タフォーマット図である。
【図９】　同実施形態における狭域位置登録の登録動作を示すシーケンス図である。
【図１０】　同実施形態における狭域位置登録の抹消動作を示すシーケンス図である。
【図１１】　同実施形態における移動局への情報配信動作を示すシーケンス図である。
【図１２】　本発明の第２実施形態における移動通信システムの全体構成を示すブロック
図である。
【図１３】　同実施形態におけるゲートウェイサーバの構成を示すブロック図である。
【図１４】　同実施形態におけるゲートウェーサーバが備える地域コードテーブルのフォ
ーマット図である。
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【図１５】　同実施形態における移動局への情報配信動作を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
１０・・・移動局（移動通信端末）、
１１・・・送受信部、（信号送信手段、信号受信手段）
１２・・・制御部（メモリ）、
１３・・・ユーザインタフェース部、
１４・・・バス、
２０・・・移動パケット通信網（移動通信網）、
２１ａ、２１ｂ、２１Ａ、２１Ｂ・・・基地局、
２２・・・交換局、
２３、２６・・・ホームメモリ（位置登録手段、位置登録抹消手段）、
２４・・・パケット加入者処理装置、
２５、２７・・・ゲートウェイサーバ、
３０・・・インターネット、
４０ａ、４０ｂ、４２ａ、４２ｂ・・・ＩＰサーバ（情報配信サーバ）、
４１ａ、４３ａ・・・位置関連情報データベース、
１２１・・・ＣＰＵ、
１２２・・・ＲＯＭ、
１２３・・・ＲＡＭ、
２５１・・・システム制御部、
２５２・・・地域コード変換部、
２５３・・・メニュー画面記憶部、
２５５・・・バス、
２５６・・・地域コードテーブル、
２５７・・・地域コードテーブル
【図１】 【図２】

【図３】
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